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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成30年11月8日(2018.11.8)

【公表番号】特表2018-511726(P2018-511726A)
【公表日】平成30年4月26日(2018.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2018-016
【出願番号】特願2017-543768(P2017-543768)
【国際特許分類】
   Ｆ０３Ｄ  80/30     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０３Ｄ   80/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月21日(2018.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風力タービンブレード（２）用の避雷防護システムのレセプタアセンブリ（１；５）で
あって、風力タービンブレードの表面から風力タービンブレード内に配置された避雷防護
システムの内部に雷電流を運ぶように構成されている１または複数の導電性電流担体（６
；１９）と１または複数の装着ボルト（９）および／またはねじ込みロッド（２０）とを
備え、
　前記電流担体がそれぞれ、装着ボルトまたはねじ込みロッドの少なくとも一部を包囲す
るような構成と寸法を有する金属部であり、
　前記装着ボルトまたはねじ込みロッドの外面の少なくとも一部が各電流担体の一端で、
前記レセプタが風力タービンブレード内に搭載されるときにレセプタベース（３；１６）
との機械的および電気的接続のための接触面（１０）となるように構成されるため、
　前記レセプタが雷の衝撃を受ける際、雷電流の大半が前記レセプタを通る経路上、前記
１または複数の装着ボルトおよび／またはねじ込みロッドではなく前記１または複数の電
流担体を通過する、レセプタアセンブリ。
【請求項２】
　管状レセプタシリンダ（６）の形状の電流担体を備えるサイドレセプタ（１）の形状を
とる請求項１に記載のレセプタアセンブリであって、前記レセプタシリンダの一方の部分
閉鎖端に中央穴が貫通し、部分閉鎖端の外面の少なくとも一部が、前記サイドレセプタが
風力タービンブレード内に搭載されるときにサイドレセプタベース（３）との機械的およ
び電気的接続のための接触面（１０）となるように構成され、中央穴の径が装着ボルト（
９）の前記ねじ部の径よりもわずかに大きく、
　前記レセプタシリンダの内径が前記装着ボルトのヘッドの径よりも大きく、前記レセプ
タシリンダの内長が前記ボルトのヘッドの高さよりも大きいため、前記装着ボルトはヘッ
ドを前記レセプタシリンダ内に隠し、ねじ部を前記部分閉鎖端の中央穴から突出させるよ
うに構成することができ、
　前記レセプタプラグ（７）が前記レセプタシリンダの部分閉鎖端の反対の端部に嵌合し
て、中に隠れた前記装着ボルトのヘッドを覆うような寸法に設定される、請求項１に記載
のレセプタアセンブリ。
【請求項３】



(2) JP 2018-511726 A5 2018.11.8

　前記レセプタプラグがシリコーンなどの耐熱ペーストから成る、請求項２に記載のレセ
プタアセンブリ。
【請求項４】
　たとえば高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）製のねじ込みキャップ（１４）が、前記装着
ボルトのスロット内に配置される、請求項３に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項５】
　前記レセプタプラグが金属、プラスチック材料、ゴム、またはグラスファイバなどの固
体材料製である、請求項２に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項６】
前記装着ボルトのヘッドと前記レセプタシリンダの前記部分閉鎖端の内面との間に配置さ
れる、たとえばグラスファイバ強化ポリマー（ＧＦＲＰ）製の電気絶縁シム（２３）をさ
らに備える、請求項２～５のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項７】
　前記装着ボルトのヘッドの周囲に、前記装着ボルトを前記レセプタシリンダから電気的
に絶縁するために、たとえばゴム、ポリマー、または絶縁複合物（グラスファイバまたは
ベークライト）製のボルト絶縁体（１５）をさらに備える、請求項２～６のいずれか１項
に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項８】
　前記ボルト絶縁体が前記レセプタプラグ内に物理的に一体化される、請求項７に記載の
レセプタアセンブリ。
【請求項９】
　前記レセプタシリンダの湾曲面がわずかに円錐状であり、前記サイドレセプタがゴムガ
スケット（１７）をさらに備え、前記ゴムガスケットが前記レセプタシリンダを包囲し、
風力タービンブレードへの前記サイドレセプタの搭載中、前記レセプタシリンダが前記ゴ
ムガスケットに押し込められるとき、前記レセプタシリンダを収容して嵌合させるように
構成されるわずかに円錐状の内面を有する、請求項２～８のいずれか１項に記載のレセプ
タアセンブリ。
【請求項１０】
　前記装着ボルトのねじ径が８ｍｍ～１５ｍｍ、好ましくは１０ｍｍ～１２ｍｍである、
請求項２～９のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項１１】
　前記レセプタシリンダの外縁が前記部分閉鎖端で傾斜しているため、前記接触面の少な
くとも一部が傾く、請求項２～１０のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項１２】
　前記接触面の傾斜部と前記レセプタシリンダの長軸との間の角度が３０度～７０度、好
ましくは５５度～６５度、より好ましくは５９度である、請求項１１に記載のレセプタア
センブリ。
【請求項１３】
　前記部分閉鎖端の反対の端部に、前記レセプタシリンダの長軸と略垂直に外方に突出す
るレセプタラフ（１１）をさらに備える、請求項２～１２のいずれか１項に記載のレセプ
タアセンブリ。
【請求項１４】
　前記レセプタシリンダが少なくとも部分的に銅または銅合金から成る、請求項２～１３
のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項１５】
　前記レセプタシリンダが少なくとも部分的に鋼から成る、請求項２～１４のいずれか１
項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項１６】
　前記レセプタシリンダが少なくとも部分的にアルミニウムから成る、請求項２～１５の
いずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
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【請求項１７】
　前記レセプタシリンダが前記部分閉鎖端と反対の端部で、炭化タングステンなどの耐熱
材料製の防護層で被覆される、請求項２～１６のいずれか１項に記載のレセプタアセンブ
リ。
【請求項１８】
　前記レセプタシリンダが少なくとも部分的に炭化タングステンから成る、請求項２～１
７のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項１９】
　前記レセプタシリンダの内径が１０ｍｍ～４０ｍｍ、好ましくは１５ｍｍ～３０ｍｍで
ある、請求項２～１８のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２０】
　前記レセプタシリンダの壁厚が２ｍｍ～１０ｍｍ、好ましくは４ｍｍ～８ｍｍである、
請求項２～１９のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２１】
　前記レセプタシリンダの長が１５ｍｍ～１５０ｍｍ、好ましくは２０ｍｍ～５０ｍｍで
ある、請求項２～２０のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２２】
　ブレード表面保護材（１２）をさらに備え、前記保護材が前記レセプタシリンダを包囲
し、前記ブレード外殻と平行な面で外方に延在し、前記ブレード外殻に貼付され、前記レ
セプタシリンダの部分閉鎖端の反対の端部、および、もしあれば前記レセプタラフと略位
置合わせされる、請求項２～２１のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２３】
　前記ブレード表面保護材が、ポリエステルまたはポリアミド膜などの耐熱プラスチック
材料、グラスファイバ複合材料、または高温セラミック化合物の円形シートから作製され
、接着剤によって前記風力タービンブレードの表面に固定される、請求項２２に記載のレ
セプタアセンブリ。
【請求項２４】
　先端レセプタ（５）と（好ましくは管状）導電性ブッシング（１９）の形状の１または
複数の電流担体とを備え、ブッシングの内径が、前記先端レセプタを先端レセプタベース
（１６）に装着するために前記ブッシングを通って延在するボルトまたはねじ込みロッド
（２０）の径よりも大きいため、
　前記先端レセプタが風力タービンブレード内に搭載されるとき、前記先端レセプタが前
記導電性ブッシングの一端と機械的および電気的に接続し、前記先端レセプタベースが前
記導電性ブッシングの他端と機械的および電気的に接続する、請求項１に記載のレセプタ
アセンブリ。
【請求項２５】
　前記先端レセプタが、前記先端レセプタベースに対向する面に、前記先端レセプタが風
力タービンブレード内に搭載されるときにねじ込みロッドを収容する穴を備え、１または
複数の他の面に、ナット（２１）を通し、前記先端レセプタ内で前記ねじ込みロッドの端
部の周囲で装着し、締め付けることのできる１または複数の開口（２２）を備える、請求
項２４に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２６】
　前記開口（２２）に嵌合し、開口内に隠れた前記ナットを覆うような寸法に設定された
レセプタプラグをさらに備える、請求項２５に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項２７】
　前記レセプタプラグがシリコーンなどの耐熱ペーストから成る、請求項２６に記載のレ
セプタアセンブリ。
【請求項２８】
　前記レセプタプラグが金属、プラスチック材料、ゴム、またはグラスファイバなどの固
体材料から成る、請求項２６に記載のレセプタアセンブリ。
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【請求項２９】
前記装着ボルトまたはねじ込みロッドのねじ径が６ｍｍ～１５ｍｍ、好ましくは８ｍｍ～
１２ｍｍである、請求項２４～２８のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３０】
　前記ブッシングが少なくとも部分的に銅または銅合金から成る、請求項２４～２９のい
ずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３１】
　前記ブッシングが少なくとも部分的に鋼から成る、請求項２４～３０のいずれか１項に
記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３２】
　前記ブッシングが少なくとも部分的にアルミニウムから成る、請求項２４～３１のいず
れか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３３】
　前記ブッシングが少なくとも部分的に炭化タングステンから成る、請求項２４～３２の
いずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３４】
　前記ブッシングの壁厚が２ｍｍ～１０ｍｍ、好ましくは４ｍｍ～８ｍｍである、請求項
２４～３３のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３５】
　前記ブッシングの長が１５ｍｍ～１５０ｍｍ、好ましくは２０ｍｍ～５０ｍｍである、
請求項２４～３４のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３６】
　前記ブッシングの総断面積が４０ｃｍ２超、好ましくは７０ｃｍ２超である、請求項２
４～３５のいずれか１項に記載のレセプタアセンブリ。
【請求項３７】
　請求項１～３６のいずれか１項に記載の１または複数のレセプタアセンブリ（１）を備
える風力タービンブレード（２）用避雷防護システム。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の避雷防護システムを備える風力タービン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、風力タービンブレード用の避雷防護システムのレセプタアセンブリに関し、
該レセプタアセンブリは、風力タービンブレードの表面から風力タービンブレード内に配
置された避雷防護システムの内部に雷電流を運ぶように構成されている１または複数の導
電性電流担体と１または複数の装着ボルトおよび／またはねじ込みロッドとを備え、各電
流担体は装着ボルトまたはねじ込みロッドの少なくとも一部を包囲するような構成と寸法
を有する金属部であり、装着ボルトまたはねじ込みロッドの外面の少なくとも一部は各電
流担体の一端で、レセプタが風力タービンブレード内に搭載されるときにレセプタベース
に機械的および電気的に接続するための接触面となるように構成されるため、レセプタが
雷の衝撃を受ける際、雷電流の大半はレセプタを通る経路上、１または複数の装着ボルト
および／またはねじ込みロッドではなく１または複数の電流担体を通過する。
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